
平成２８年度

治山・林道事業設計単価一覧表（調査・設計業務）

適用年月日 平成２８年４月１日以降入札公告する設計書から適用



治山・林道事業設計単価一覧表（調査・設計業務）について

１ 適用

この設計単価は、関東森林管理局管内の治山・林道事業における調査・設計業務の

積算に用いる設計単価に適用する。

２ 用語の定義

物価資料……建設物価調査会発行の「建設物価（平成２７年５月号）」「土木コスト

情報（平成２７年春号）」、経済調査会発行の「積算資料（平成２７年

５月号）」「土木施工単価（平成２７年春号）」をいう。

３ 設計単価の採用基準

(1) 物価資料による場合

ア 原則として物価資料により単価を採用する。

イ 「東京」地区の単価を採用する。

ウ 取引数量については、小口を優先とする。

エ 複数の物価資料に単価掲載のある場合は、その平均値を算出し、それを採用

する。一つの物価資料にしか掲載のないものについては、その価格を採用す

る。

オ 採用単価は有効数字３桁とし、端数処理については４桁目を四捨五入する。

例： 平均値の算出結果等 採 用 単 価

938 円 → 938 円

1,231 円 → 1,230 円

16,257 円 → 16,300 円

(2) 見積書による場合

ア 物価資料に掲載のないものについては、原則として見積書を徴収し、採用単

価を決定する。

イ 見積単価の採用にあたっては、一社の場合は、その見積単価の９０％とし、

二社以上の場合は、最低単価を採用する。

ウ 有効数字、端数処理については、物価資料の場合と同様である。

４ 単価一覧表における単価欄の表記について

(1) 物価資料による場合

「物価資料」と表記している。

(2) 見積書による場合

見積徴収にあたり公表の可否を併せて聴取しており、採用単価について公表可

の意思表示がなされている場合には、単価を掲載している。公表不可の意思表示

がなされている場合には、「見積単価」と表記している。






















